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第１ 計画の概要 

 １ 計画策定の趣旨 

 本市ではこれまで、平成１８年度に策定した『北本市市民と行政との協

働推進計画』に基づき、市民との協働によるまちづくりを進めてきました。 

このたび、同計画の計画期間が本年度をもって終了することから、平成

２２年４月１日に施行された『北本市自治基本条例』に基づき、市民が主

体的に公共事業に取り組む市民公益活動を推進する計画を『北本市市民公

益活動推進計画』として策定いたします（図１ 北本市自治基本条例に規

定する「参画」「協働」「市民公益活動」参照）。 

同計画の策定とは別に、『北本市市民参画推進条例』と『北本市協働推

進条例』が既に公布され、平成２５年４月に施行されますので、今後はこ

れら「参画」「協働」「市民公益活動」を一体的に推進（図２ 北本市自

治基本条例に掲げた「目指すまち」の実現に向けて 参照）することによ

り、『北本市自治基本条例』に掲げた「誰もが安心して生活できる個性豊

かな自立したまち」の実現を目指します。 

 ２ 計画の位置付け 

『北本市自治基本条例』第２２条に規定する「コミュニティの活動の支

援」と『北本市自治基本条例』第２３条に規定する「公益的活動の支援」

を車の両輪のように推進していく（図３ 北本市市民公益活動推進計画の

位置付け 参照）ため、『北本市市民公益活動推進計画』に、市民の公益

的な活動を推進するための施策を掲載します。 

３ 計画期間 

   計画期間は、平成２５年度から平成２９年度までの５年間とします。当

計画を基本計画として位置づけ、年度ごとに推進施策を決定します。 

 ４ 今後の展開 

 当市が目指すまちづくりは、『北本市自治基本条例』の前文に規定され

ている「誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまちの実現」で、

それは、住民自治の確立を目指すことにあります。 

   市民公益活動は、市民が自ら地域課題を解決する取組みであることから、

その活動をより活性化・多様化していくことが住民自治の確立につながっ

ていくものと捉えています。  
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 図１ 北本市自治基本条例に規定する「参画」「協働」「市民公益活動」 
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図２ 北本市自治基本条例に掲げた「目指すまち」の実現に向けて 
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図３ 北本市市民公益活動推進計画の位置付け 
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第２ 市民公益活動の理念 

 １ 市民公益活動の理念 

 当計画に記載する市民公益活動は、ＮＰＯやボランティア団体等が行う

活動を指し、それは、市民が自らの意思で自由に行う社会貢献活動であり、

行政によりその活動が制限されたりすることがあってはなりません。 

市民が市民同士で相互に助け合う「共助」の考え方に加え、今後は、個

人、団体が相互に連携し、自ら地域の課題解決に取り組んでいく姿勢が大

変重要となります。 

 ２ 市民公益活動団体の特性 

 市民公益活動団体が持つ特性は主に次のようなものがあげられます。 

⑴ 「自主性」 自らの判断で行動できる 

⑵ 「自立性」 行政・企業等から独立し自らの力で取り組める 

⑶ 「自発性」 自ら進んで社会問題の解決に取り組める 

⑷ 「柔軟性」 制度・常識に捉われずその状況に合わせた適切な対応が

できる 

⑸ 「迅速性」 時機に応じてすばやくその問題に対処できる 

⑹ 「多様性」 一人ひとりのニーズに合わせたさまざまなサービスが提

供できる 

⑺ 「先駆性」 新たな社会的課題・市民ニーズを発見し取り組める 

⑻ 「創造性」 新奇で独自かつ生産的な発想をもつ 

⑼ 「専門性」 活動分野の実践・専門知識を蓄積している 

 ３ 市民公益活動支援の領域 

 市民公益活動は、あくまでも市民が主体的に行う社会貢献活動で、市は

必要に応じてその活動を支援します。市が主体的に関与する事業や、市が

事務局を担っているものなどは市民公益活動には当てはまりません。 

支援は主に現在活動している団体の活動を充実させるための取組みや、

現在市民公益活動に関わりのない市民が市民公益活動に参加するきっかけ

づくりなどを中心に、市民公益活動がより活性化していくための取組みに

対して行います。 

なお、市が市民公益活動団体を支援する際には、市民公益活動団体の特

性を損なわないよう充分に配慮する必要があります。 
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第３ 市民公益活動の現状と課題 

 １ 市民公益活動団体の支援の現状 

市内に主たる事務所を有するＮＰＯ法人１９団体を市の公式ホームペー

ジで紹介するほか、年に数回情報交換会を開催し、市と団体、また団体間

の情報交換を行っています。平成１９年度からは、北本市コミュニティセ

ンター内に北本市市民公益活動支援コーナーを設置し、市民公益活動団体

の情報提供、市民公益活動団体の交流の場及び活動の場の提供を行うとと

もに、北本駅東西自由通路には、ＮＰＯボランティア掲示板を設置して、

市民公益活動団体の情報発信の支援を行っています。 

また、法人格を取得した団体に対し、法人格取得に要した経費の一部を

補助する取組みも行っています。 

一方、北本市社会福祉協議会では、北本市総合福祉センター内に北本市

ボランティアセンターを設置し、ボランティア団体の支援やボランティア

相談等を行っています。 

 ２ 市民公益活動に対する市民の意識 

   平成２１年度に「平成２１年度北本市市民意識調査」（調査資料１及び 

調査資料２ 参照）、平成２２年度に「協働と市民公益活動に関するアンケ

ート調査」を実施しました。 

市民意識調査の結果からは、相談窓口も含めて、主に市民公益活動団体

に参加するきっかけとなる情報を求める人が多いことが伺えます。団体調

査からは、市民公益活動団体が求めるものとして、活動資金、会員、スタ

ッフ・ボランティアの順に不足しているものが挙げられています。 

 ３ 前計画の取組み状況 

前計画『市民と行政との協働推進計画』は、基本理念を“市民と行政と

のパートナーシップによる豊かなまち きたもと”として、５つの基本目

標を掲げ、そのもとに基本施策を組み立てています。基本目標には「情報

の共有」「参加・参画の仕組みづくり」「まちづくりの担い手の育成」「市

民活動の環境整備」「庁内体制の整備」を挙げています。 

別紙に、当計画に位置付けられた施策の推進状況を記載します。 

 ４ 市民公益活動推進の課題 

 市民公益活動が十分に活性化されていない主な要因として、市民公益活

動の情報がきちんと市民に向けて発信されていないことがあげられており、

市民公益活動団体のスタッフの人材育成、経理・事務担当者の育成、財政

支援等が市民公益活動推進にあたっての大きな課題となっています。 
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調査資料１ 

平成２１年度北本市市民意識調査より「市民活動への参加状況･意向」 

 

１－６ 市民活動への参加状況・意向 

  問６ あなたの市民活動への参加状況と今後の意向についてうかが 

います。（あてはまるものすべてに○印） 

■図表１－19 市民活動への参加状況・意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成２１年度北本市市民意識調査 
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調査資料２ 

平成２１年度北本市市民意識調査より「市民の公益活動促進のための施策」 

 

１－７ 市民の公益活動促進のための施策 

問７ 市民の公益活動を促進するために有効と思われる施策は次のうち

どれですか。あてはまるものを選んでください。（３つまで○印） 

■図表１－24 市民の公益活動促進のための施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成２１年度北本市市民意識調査 
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第４ 市民公益活動推進の基本方針 

 １ 基本目標 

   『北本市自治基本条例』に基づくまちづくりのあるべき姿を考慮し、『北

本市市民と行政との協働推進計画』の進捗状況及び市内の市民公益活動の

状況等から市民公益活動推進の基本目標を以下のとおり定めます。 

「誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまちの実現」に向け、

多くの市民が市民公益活動に積極的に参加し、あらゆる分野の市民公益活

動が活性化する土壌を作るため、４つの基本目標を掲げます。 

基本目標１ 市民公益活動の普及・啓発   

基本目標２ 市民公益活動の環境整備 

基本目標３ 市民公益活動団体の自立支援 

基本目標４ 市民公益活動のネットワーク形成     

 ２ 推進施策 

４つの基本目標を達成するため、基本目標に沿った推進施策を定めます

（図４ 市民公益活動推進施策体系 参照）。 

また、推進施策を実現するため、年度ごとに推進施策に基づいた個別推

進事業を定め、市民公益活動の推進に取り組みます。個別事業は、実施後

に評価を行い、その結果を反映させ、翌年度の個別推進事業を決定します。 

基本目標１ 市民公益活動の普及・啓発 

推進施策１－⑴ 情報提供の充実  

推進施策１－⑵ 講座・啓発事業の開催  

基本目標２ 市民公益活動の環境整備 

推進施策２－⑴ 活動場所の提供  

推進施策２－⑵ 庁内支援体制の整備     

基本目標３ 市民公益活動団体の自立支援 

推進施策３－⑴ 人材育成の支援 

推進施策３－⑵ 人材活性化の支援      

推進施策３－⑶ 活動資金の支援  

推進施策３－⑷ ＮＰＯ法人認証取得の支援      

基本目標４ 市民公益活動のネットワーク形成 

推進施策４－⑴ 市民公益活動団体の交流促進 

推進施策４－⑵ 団体間連携の促進  

推進施策４－⑶ 『中間支援組織』の育成・設立支援     

推進施策４－⑷ 庁内連携組織の設置 
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市民公益活動の推進にあたり、庁内に横断的な推進組織を設置して、市

民公益活動との関わりの現状と課題の把握、各種情報の共有化、関係課間

の連携強化を図り、当計画に基づく施策を総合的に展開します。 
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第５ 市民公益活動推進施策の展開 

 １ 市民公益活動の普及・啓発 

 市民公益活動団体の情報の共有を進めることが重要課題となっているた

め、市が個々の市民公益活動団体の情報を収集し、総合的に情報を発信し

ていきます。 

⑴ 情報提供の充実 

ア 市民公益活動ガイドブック等の発行 

イ 既存の広報媒体の見直し 

ウ 市民公益活動支援サイトの創設  

エ イベントの活用 

  ⑵ 講座・啓発事業の開催 

ア 市民公益活動入門講座の開催 

イ 小中学生のボランティア活動体験の拡充 

   ウ ＮＰＯフェスタ等の開催 

エ 団体表彰制度の創設 

 ２ 市民公益活動の環境整備 

   現在北本市コミュニティセンター内に設置している市民公益活動支援コ

ーナーの見直しを行います。 

また、市民が気軽に相談できる専門窓口が市役所に整備されていること

が望ましいとの市民の意見から、市民公益活動支援に特化した窓口の開設

について検討します。 

さらに、市民からは組織が抱える縦割り意識の弊害が指摘されているこ

とから、市民公益活動団体を支援する際には、意識的に部署を横につない

でいく感覚を持つよう職員の意識改革にも取り組んでいきます。 

  ⑴ 活動場所の提供 

   ア 公民館貸出制度の見直し 

   イ ＮＰＯ／ＳＯＨＯオフィスの設置 

   ウ 北本市市民公益活動支援コーナーの充実 

  ⑵ 庁内支援体制の整備 

   ア 専門相談窓口の開設 

   イ 職員研修の実施     

ウ 自治基本条例推進員の配置（既設） 

 ３ 市民公益活動団体の自立支援 

   市民公益活動団体の自立の障害となっている問題として、人材不足や財

政的な問題があげられます。活動期間の長い市民公益活動団体などでは、

後継者が育たず、会員の高齢化が進み、活動が先細り傾向にある団体が多
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く見られます。そのため、会員の人材育成をはじめ、市民公益活動団体の

活動内容に賛同し、新たな加入者となる人を増やすための取組みを行いま

す。 

   また、団体の活動をより安定化、活性化させるため、活動資金面でのサ

ポートや、団体のＮＰＯ法人認証取得の支援も行います。 

  ⑴ 人材育成の支援 

  ⑵ 人材活性化の支援 

ア ボランティア登録制度の充実 

イ 人材バンクの整備 

  ⑶ 活動資金の支援 

 ア 公募型補助金制度の実施 

イ 寄付制度の創設 

  ⑷ ＮＰＯ法人認証取得の支援 

 ４ 市民公益活動のネットワーク形成 

   市内の市民公益活動団体には、他市にはない先進的な取組みを行ってい

る団体も多く、それぞれが活発に活動している事例が多く見られます。し

かしながら、団体同士の交流は決して活発とはいえない状況にあります。 

共助の関係をより強化していくためには、市民公益活動団体間の結びつ

きをより強めることが重要です。そのため、団体が相互に補完し、個々の

活動を協力し合い、より活動が活性化できる体制が確立されるよう、交流

の機会を設けるとともに、市民の自発的な中間支援組織の立ち上げについ

て支援します。 

  ⑴ 市民公益活動団体の交流促進 

 ⑵ 団体間連携の促進 

ア 自治会・地域コミュニティ委員会との連携 

イ 企業との連携  

  ⑶ 中間支援組織の育成・設立支援 

  ⑷ 庁内連携組織の設置 

    



13 

 

第６ 計画の推進 

 １ 計画の推進体制 

 当計画は、中期的な展望にたち、市民公益活動に関する施策を総合的か

つ計画的に推進を図るためのものであり、多岐にわたる施策が含まれてい

ます。 

これらの施策を総合的に調整し、効果的に実施するため、庁内委員会を

組織するとともに、北本市自治基本条例審議会と緊密に連携して計画の推

進を担保します（図５ 市民公益活動推進計画の推進体制 参照）。 

 ２ 計画の進行管理 

 年度当初に策定した推進事業について、その翌年度に事務事業評価を実

施し、年次報告を作成することにより進行管理を行います。 

年次報告は、ホームページ等での公表を通じ、市議会や北本市自治基本

条例審議会をはじめ、広く市民の意見や提言を求めながら、施策の適切な

立案と進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 市民公益活動推進計画の推進体制 

回

答 

北本市自治基本条例推進本部 

北本市自治基本条例を総合的に推進す

る庁内組織 

 

本部長＝市長  

本部員＝副市長、教育長及び部長級職員 

北本市自治基本条例審議会 

北本市自治基本条例の推進状況につ

いて審議する附属機関 

 

審議会委員１０名 

 

報告 

提言 

各課長 

(自治基本条例

推進者) 

 

自治基本条例 

推進員 

 

照

会 

指

示 

報

告 報

告 

指

示 

事務局 

（協働推進課） 

年度施策決定 

協働推進等庁内委員会 

年度実施計画案

作成 

推進状況の審議 


